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　調整計画では、武蔵野市長期計画条例（平成 23 年 12 月武蔵野市条例第 28 号）第５条に基づき議決
された第五期長期計画の「施策の大綱」を前提とし、第五期長期計画の展望計画として託された施策の
検討、長期計画策定時との社会状況の変化により求められる施策等について、本計画期間で取り組む主
な事業を施策として示す。 

　この分野の施策は、誰もが互いを尊重し合い、支え合う気持ちをつむぎ、そして、多様な主体が支え
合う力を発揮していくことで、年齢や障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で、心身ともに健康に
暮らし続けられることを目的とする。
　第五期長期計画策定以降、医療と介護の一体的な改革が進み、また、障害者差別解消法や生活困窮者
自立支援法＊などが施行され、様々な理由で生活に困難を抱える人を支える制度に大きな変化が起きて
いる。これらの法制度の変化や後期高齢者の増加を見据え、これまでの自発的かつ主体的な市民主体の
地域福祉活動の取り組みをより一層推進し、多様な主体による福祉課題解決に取り組む。
　特に介護分野では、生涯住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう地域包括ケア
システム＊の構築が明記された。本市では、第五期長期計画の重点施策である「地域リハビリテーション」
の理念に基づく「まちぐるみの支え合いの仕組みづくり」として、市民を含めたすべての関係者が一体
となって推進する。そして、このような協働の仕組みを他の福祉課題の解決や、分野を超えた多様な社
会問題の解決へとつなげていく。

　 団 塊 の 世 代 が 後 期 高 齢 者 と な る 平 成 37
（2025）年に向け様々な問題が顕在化する中、
地域包括ケアシステム＊の構築が法律に明記さ
れ、また、介護保険制度の大幅な改正がなされ
るなど、社会情勢の変化とともに、福祉施策を
巡る状況も目まぐるしい変革の時期を迎えてい
る。これらの変化に対応するためには、誰もが
地域を支える担い手となり得るという意識を持
ち、また、それを実現可能とするための仕組み
づくりが必要である。

（1）�地域包括ケアシステム（まちぐるみの支
え合いの仕組みづくり）の推進

　重度の要介護状態になっても地域で暮らし続
けられることなどを目標として、「地域包括ケア
システム＊」が医療介護総合確保推進法に新たに
明記された。本市では、この「地域包括ケアシ
ステム＊」を第五期長期計画の重点施策である「地
域リハビリテーション」の理念に基づく「まち
ぐるみの支え合いの仕組みづくり」として、市

民を含めたすべての関係者が一体となって推進
していく。

（2）市民が主体となる地域福祉活動の推進
　介護保険制度の大幅な改正により、要支援の
方へのサービスのうち訪問介護・通所介護が市
町村による新しい総合事業＊に移行されることか
ら、多様な主体によるサービス提供や、地域で
の支え合いの重要性はますます高まることが見
込まれる。年齢や障害の有無にかかわらず、ボ
ランティア学習や福祉教育、また、地域のイベ
ントへの参加等を通じたボランティア活動への
参加のきっかけづくりや、誰もが地域を支える
担い手となる仕組みづくりを推進する。さらに、
地域住民の主体的な参加を軸としたテンミリオ
ンハウス＊事業やレモンキャブ＊事業等、地域に
おける共助の仕組みである既存事業を充実する
とともに、市民が主体となる活動に対する支援
を推進する。テンミリオンハウス＊については、
空白地域における設置を検討する。

１　支え合いの気持ちをつむぐ
  　地域福祉活動推進協議会やＮＰＯなどと連携して市民同士の良好なコミュニケーション構築への支援や

地域福祉力の向上に取り組んでいく。また、お互いを認め合い、誰もが地域でいっしょに暮らしていくた
めに、心のバリアフリーを推進していく。

２　誰もが地域で安心して暮らしつづけられる仕組みづくりの推進
  　すべての市民が、その年齢や状態にかかわらず、本人の意思に基づいて住み慣れた地域で安心して生活

が続けられるよう、保健・医療・福祉・教育など地域生活に関わるあらゆる組織・人が連携しながら体系的、
継続的に支援をしていくという地域リハビリテーションの理念の実現に向けた取組みを進める。

３　誰もがいつまでも健康な生活を送るための健康づくりの推進
  　誰もが、穏やかで健やかに暮らしつづけられるように、市民一人ひとりが、こころの健康維持や増進を

図るとともに、疾病予防、介護予防、食育など、生涯を通じた健康づくりに取り組むことができるよう環
境を整備する。

４　誰もが地域でいきいきと輝けるステージづくり
  　地域における様々な活動において、誰もが自分に役割、出番があると感じることができるステージづく

りを推進する。また、働く意志や希望をもつ障害者の雇用の機会拡大と、障害者にとって働きがいのある
就労の支援をしていく。

５　住み慣れた地域での生活を継続するための基盤整備
  　相談受付や在宅生活支援サービスなどを 24 時間利用できるような体制づくりを推進していくとともに、

人材の育成や、福祉に関わる専門職の資質の向上に取り組む。公共施設の建て替えなど基盤整備にあたっ
ては、多機能型・複合型の施設整備を推進する。ユニバーサルデザインを一層推進するとともに、自分ら
しくいられ、自分が必要とされていることが感じられるスペースや機会がごく普通にある地域社会の創出
を行っていく。

第五期長期計画の施策の大綱（議決事項）
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